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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９５９） 

 

 静岡地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 贈与税決定処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（沼津税務署長） 

 令和６年３月１４日一部認容・控訴 

 

    判    決 

 当事者の表示   別紙１「当事者目録」記載のとおり。 

 

    主    文 

 １ 沼津税務署長が平成３０年１２月１９日付けで、原告に対し平成２４年分の贈与税についてし

た決定及び無申告加算税の賦課決定のうち、課税価格２１５８万円、納付すべき税額７９９万円

及び無申告加算税額１５７万３０００円を超える部分を取り消す。 

 ２ 沼津税務署長が平成３０年１２月１９日付けで、原告に対し、平成２５年分の贈与税について

した決定及び無申告加算税の賦課決定のうち、課税価格１１８７万３３４１円、納付すべき税額

３１３万６５００円及び無申告加算税額６０万１０００円を超える部分を取り消す。 

 ３ 沼津税務署長が平成３０年１２月１９日付けで、原告に対し、平成２６年分の贈与税について

した決定及び無申告加算税の賦課決定のうち、課税価格２８２６万円、納付すべき税額１１３３

万円及び無申告加算税額２２４万１０００円を超える部分を取り消す。 

 ４ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

 ５ 訴訟費用は、これを５分し、その３を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２４年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

  ２ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２５年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

  ３ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２６年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

  ４ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２７年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

  ５ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２８年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

  ６ 沼津税務署長が原告に対し平成３０年１２月１９日付けで、原告の平成２９年分の贈与税に

ついてした決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

  １ 事案の要旨 

    沼津税務署長は、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲（以下「甲」とい

う。）が原資を出捐した金員（以下「本件各金員」という。）について、原告が甲からの贈与
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により取得した財産であることを前提として、原告に対し、平成３０年１２月１９日付けで、

平成２４年分ないし平成２９年分（以下「本件各年分」という。）の贈与税の各決定処分（以

下「本件各決定処分」という。）及び無申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定

処分」といい、本件各決定処分と併せて「本件各処分」という。）をした。 

    本件は、原告が、本件各金員の一部は贈与により取得した財産ではなく、また、贈与に該当

するその余の本件各金員は甲が内縁関係にある原告に対して生活費又は甲と原告との間の実

子の教育費として贈与したものであり「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充て

るためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」（相続税法２１条の

３第１項２号）に該当するから非課税であると主張して、被告に対し、本件各処分の取消し

を求める事案である。 

  ２ 関係法令等の定め 

    関係法令等の定めは、別紙２「関係法令等の定め」に記載のとおりである。 

  ３ 前提事実（当事者間に争いがないか、掲記の証拠［書証は、特段の記載のない限り枝番を含

む。以下、本判決において同じ。］及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

  （１）原告及び甲について 

    ア 原告は、静岡県駿東郡●●に住所を有する者である。原告は、本件各年分当時において、

無収入であった（乙２）。 

    イ 本件各年分当時において、原告と甲との間の婚姻の届出はされていない。 

      また、原告には乙（平成●年生、以下「乙」という。）及び丙（平成●年生、以下「丙」

という。）の２人の子がいるが、甲は、これらの子らと養子縁組をし、又は認知をしてい

ない（乙１）。 

  （２）本件訴訟に至る経緯 

    ア 原告は、本件各年分の贈与税について、いずれも法定申告期限までに申告書を提出しな

かった。 

    イ 沼津税務署長は、名古屋国税局所属の職人の税務調査の結果に基づき、原告の本件各年

分の贈与税につき、平成３０年１２月１９日付けで、本件各年分につき別紙３「原告が納

付すべき贈与税及び無申告加算税の額」の「納付すべき税額」欄記載の贈与税につき本件

各決定処分を、同別紙の「無申告加算税額」欄記載の無申告加算税につき本件各賦課決定

処分をした（本件各処分、甲１）。 

      なお、本件各処分は、原告名義の、Ｇ銀行御殿場支店の普通預金口座（乙６、以下「原

告Ｇ銀行口座」という。）、Ｈ銀行御殿場駅支店の普通預金口座（乙１１、以下「原告Ｈ銀

行口座」という。）、Ｉ銀行麹町支店の普通預金口座（乙１３、以下「原告Ｉ銀行口座」と

いう。）及びＪ銀行六本木支店の普通預金口座（乙１７、以下「原告Ｊ銀行口座」といい、

以上の銀行口座を併せて以下「本件各預金口座」という。）に、平成２４年から平成２９

年に甲から入金された本件各金員（別表１ないし６）が、甲からの贈与によって原告が取

得したものであるとしてなされたものであり、本件各年分の課税価格（別紙３「原告が納

付すべき贈与税及び無申告加算税の額」の「課税価格」欄参照）は、本件各金員の額に基

づくものである。 

    ウ 原告は、平成３１年１月２１日、名古屋国税局長に対し、本件各処分を不服として、国

税通則法８１条１項に基づき、本件各処分の取消しを求める旨の再調査の請求をした（乙
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３）。同局長は、同年４月１８日付けで、同法８３条２項に基づき、原告の上記再調査の

請求をいずれも棄却する旨の決定をした（甲２）。 

    エ 原告は、令和元年５月２３日、国税不服審判所長に対し、本件各処分に不服があるとし

て、国税通則法８７条１項に基づき、本件各処分の取消しを求める旨の審査請求をした

（乙４）。同所長は、令和２年４月１６日付けで、同法９８条２項に基づき、原告の上記

審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（甲３）。 

    オ 原告は、令和２年１０月１６日、名古屋地方裁判所に本件訴訟を提起した。なお、同裁

判所は、同年１２月９日、本件訴訟について、管轄違い（行政事件訴訟法７条、民事訴訟

法１６条１項）を理由として、当裁判所へ移送する旨の決定をした（乙５）。 

  ４ 争点及びこれに対する当事者の主張 

    本件の争点は、本件各金員が、原告が甲から贈与により取得した財産であるか（争点①）及

び相続税法２１条の３第１項２号が適用されるか（争点②）である。 

  （１）争点①（本件各金員が、原告が甲から贈与により取得した財産であるか）について 

   （被告の主張） 

    ア 相続税法上の「贈与」とは、民法における贈与（民法５４９条以下）と同義に解すべき

である。本件各預金口座は、いずれも、原告名義で原告が自ら開設した普通預金口座であ

る。そして、普通預金は法律的には期限の定めのない金銭の消費寄託であり、通帳により

いつでも払い戻しのできる預金であるところ、普通預金口座の開設後における預入金は、

口座の開設時の預入金と一体になって残高債権を構成することから、普通預金口座につい

ては、口座の開設者がその後の預入金についても預金者となると認められる。 

      したがって、本件各預金口座に預け入れられた預金は、いずれも口座の開設者である原

告に帰属するものである。そして、受贈者が贈与された財産を自己の財産として支配管理

し、自由に処分できる状態に至ったと認められる場合、贈与による財産の取得が認められ

ることからすると、遅くとも甲から本件各預金口座に本件各金員が振り込まれた時点（別

表１ないし６の「年月日」欄記載の日付けの時点）で、原告は本件各金員を贈与により取

得したものといえる。 

    イ 内縁関係は夫婦ではないものの、準婚関係として法的に保護にされる場合があり、その

場合には婚姻費用分担義務（民法７６０条）も類推適用される。そして、納税者が財産の

移転を内縁関係に基づく婚姻費用分担義務の履行である旨主張する場合には、納税者は、

①当該財産移転当時、交付者と被交付者との間で内縁関係が成立していたこと、②当該財

産移転当時、交付者が被交付者に対して内縁関係に基づく婚姻費用分担義務を負っており、

かつ、移転財産額が、同義務の範囲内（具体的分担額内）であること及び③交付者が、実

際に同義務の履行として当該財産を移転したことを立証する必要がある。 

      原告と甲が本件各年分（平成２４年ないし平成２９年）当時内縁関係にあったと認める

に足りる客観的証拠はなく、また、原告の主張の中には、原告と甲が日常生活を共にして

いたことと整合しない部分もあることからすれば、両者の間に法律婚と同様の法律上の保

護に値する内縁関係が存在するとは認められない。 

      また、原告は、甲と原告との内縁関係に基づいて原告に対して負う具体的な婚姻費用分

担額を明らかにしていないから、本件各金員が同分担額以内であるとは認められないし、

本件各金員の交付の全額が、実際に婚姻費用分担義務の履行として移転されたものである
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とは認められない。 

   （原告の主張） 

    ア 本件各金員は、いずれも甲が実質的に管理する本件各預金口座に甲が原資を拠出して振

り込んだにすぎないから、本件各年分の本件各預金口座に対する振込みは、原告に対する

贈与と評価されることはない。なお、後記イのとおり、甲と原告が内縁関係にあったこと、

甲に住民票上の住所がなく、銀行口座を作ることができなかったことから、甲は、原告名

義の銀行預金口座を日常的に利用していた。 

    イ また、原告と甲は、平成１３年頃知り合い、その後内縁関係となって同居を開始し、甲

は、原告の子である乙や、原告と甲の間の未認知の子である丙の事実上の父親として同人

らを養育していたところ、本件金員は、下記（ア）ないし（エ）のとおり、いずれも甲を

含む家族の生活費や教育費を婚姻費用分担義務若しくは扶養義務の履行として支払い、あ

るいは、甲が負う賃料支払債務の履行を原告名義の預金口座を利用して行ったにすぎない。

したがって、本件各預金口座への振込みが、贈与と評価されることはない。 

    （ア）原告Ｇ銀行口座 

       原告Ｇ銀行口座に振り込まれた金員は、甲を含む家族で利用するための①水道光熱費、

②クリーニング費、③住居の維持管理費、④通信費、⑤乙及び丙の学習費（習い事を含

む。）並びに⑥クレジットカードの支払に使われたものである。 

    （イ）原告Ｈ銀行口座 

       原告Ｈ銀行口座は乙及び丙が通う幼稚園及び小中学校授業料等の引落先として指定さ

れた銀行口座であり、同口座に振り込まれた金員は、乙及び丙の教育費として費消され

たものである。 

    （ウ）原告Ｉ銀行口座 

       原告Ｉ銀行口座に振り込まれた金員は、①甲を含む家族が居住していたＫ１１０１号

室（以下「Ｋ住居」という。）の賃料、②甲を含む家族が居住していたＬ１１０４号室

（以下「Ｌ住居」という。）の賃料、③住居の維持管理費、④家事費、⑤住居の自治会

費（Ｍ自治会）、⑥乙の学習費等、⑦旅行費・運送費、⑧甲の株取引、⑨その他に利用

されたものである。なお、Ｋ住居及びＬ住居は、いずれも甲自身が（Ｌ住居に関しては

第三者名義で）賃借した物件であり、甲が賃料支払義務を負っていた。 

    （エ）原告Ｊ銀行口座 

       原告Ｊ銀行口座に振り込まれた金員は、乙が通う海外の私立高校の授業料等の支払に

利用されたものである。 

  （２）争点②（相続税法２１条の３第１項２号が適用されるか）について 

   （被告の主張） 

     相続税法２１条の３第１項２号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者及び民法８７７条

に規定する親族をいうところ（相続税法１条の２第１号）、ここにいう「配偶者」とは、租

税法律主義や法的安定性の見地から民法におけるそれと同義と解すべきである。そして、民

法は、法律上の婚姻をした当事者の一方を「配偶者」という文言で規定していることから、

相続税法１条の２第１号の「配偶者」についても、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者

に限られ、内縁関係にあるにすぎない者は含まれないと解すべきである。したがって、仮に

原告と甲が内縁関係にあることを前提としても、両者は相続税法２１条の３第１項２号に規
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定する「扶養義務者」の関係に当たらないから、本件各金員は贈与税の非課税財産には該当

しない。 

   （原告の主張） 

     前記（１）の（原告の主張）イのとおり、本件各年分当時には、甲と原告は内縁関係にあ

り、互いに扶養義務を負っていたから、相続税法２１条の３第１項２号の「扶養義務者」に

含まれる。また、前記（１）の（原告の主張）イの（ア）ないし（エ）のとおり、本件各金

員はそのほとんどが原告、甲、乙及び丙の生活費や教育費として利用されているから、同号

より、その全額が非課税となるべきである。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 認定事実 

    前提事実に加え、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

  （１）原告及び甲の生活状況等 

    ア 原告と甲は、平成１３年頃から交際を開始し、その３か月後には、同棲を開始した。甲

が、平成１４年頃フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）に渡航したことから、

原告は、日本とフィリピンを行き来する生活を開始した。なお、甲は、フィリピンに渡航

してから、現在に至るまで、日本国内に住民票上の住所を有していない。 

      原告と甲は、遅くとも、交際を開始してから二、三年を経過する頃には、夫婦として生

活することを望むようになり、婚姻を検討したこともあった。しかしながら、甲は、原告

と出会う以前に、反社会的勢力から狙われていると懸念していたことから、原告との間で

婚姻届を提出することはなく、原告もこれを承諾していた。 

    イ 原告は、平成１９年４月に乙が静岡県●●市内の私立小学校（Ｎ）に入学することを予

定していたため、平成１８年５月頃（住民票上は同月１日転入）から、原告の両親宅に近

いＫ住居で生活を開始したが、その後においても、フィリピンとＫ住居を行き来していた。

一方、甲も、同月頃以降に帰国した際には、Ｋ住居に滞在することがあった。 

      原告は、平成●年●月●日、日本で丙を出産した。なお、甲は、丙の血縁上の父親であ

るが、現在に至るまで認知をしていない。 

    ウ 平成２２年１月以降、Ｌ住居は、主として甲が住居として使用するほか、以前の仕事関

係者等と会合するためのプライベートオフィスとして利用していた。甲は、基本的にＬ住

居で生活していたが、週末はＫ住居で原告、乙及び丙と過ごすこともあった。一方で、原

告は、平日に丙とともにＬ住居を訪れ、甲と過ごすこともあったが、乙の小学校の関係等

によりＫ住居で過ごすこともあった。 

    エ 原告及び甲は、平成２５年１２月以降、静岡県駿東郡●●（原告の現住所）において、

丙及び原告の両親の５名で生活するようになった（なお、原告の住民票上は、平成２６年

１月１６日付けで、Ｋ住居を転出し、静岡県駿東郡●●に転入したと記載されている。）。 

    オ 乙は、平成２５年３月に私立小学校（Ｎ）を卒業した後、同年４月に私立中学校（Ｎ）

に進学し、同校を平成２８年３月に卒業した。さらにその後、乙は、アメリカ合衆国ニュ

ーヨーク州（以下「ニューヨーク」という。）に所在する私立高校に進学した。 

      丙は、平成２５年４月、私立幼稚園（Ｎ）に入園し、その後、平成２８年４月から私立

小学校（Ｎ）に入学した。 

     （以上につき、甲６、８、１１、３９、４０、乙１、証人丁、証人甲、原告本人） 
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  （２）Ｋ住居及びＬ住居に係る賃貸借契約 

    ア Ｋ住居 

      戊（以下「戊」という。）は、平成１７年１２月２８日、Ｋ住居を購入し所有していた。

戊は、平成１８年頃、かねてから知り合いであった甲との間で、Ｋ住居につき、賃料を月

額１４万円（隔月で２カ月分［２８万円］を戊名義のＧ銀行の普通預金口座に振り込み支

払う。）とする賃貸借契約を締結し、これを引き渡した。なお、戊は、原告と面識はあっ

たものの、上記賃貸借契約の締結について原告と話をしたことはなかった。 

      Ｋ住居の賃料は、本件各年分においては、平成２４年２月２７日、同年４月２３日、同

年６月２６日及び同年８月２３日に各２８万円（合計１１２万円）が原告Ｉ銀行口座から

戊に対して振り込まれた。 

      戊は、代表取締役を務める会社の資金繰りが悪化したことから、平成２４年頃、Ｋ住居

の売却を考えるようになった。これに対し、甲がＫ住居の買取りを申し出たため、同年９

月１２日、株式会社Ｏ（当時原告が代表取締役を務めていた。なお、原告が同社から報酬

を受け取ったことはなかった。）にＫ住居を売却した。Ｋ住居の売却によって、戊と甲と

の間のＫ住居に係る賃貸借契約は終了した。なお、戊は、Ｋ住居の売却についても、原告

と話をしたことはなかった。 

    イ Ｌ住居 

      甲が、平成２１年頃、仕事関係の知人である丁（以下「丁」という。）に依頼して、東

京都内の居住用物件を探していたところ、Ｐ株式会社（以下「Ｐ」という。）が貸し出し

ているＬ住居が候補に挙がった。甲が、日本国内に住民票上の住所を有しておらず、また、

甲自身、前記の懸念を有していたことから、丁は、自らが監査役を務める株式会社Ｑ（以

下「Ｑ」という。）の代表取締役であるＳ（以下「Ｓ」という。）に対し、甲の代わりにＱ

名義でＬ住居につき賃貸借契約を締結することを依頼した。Ｓは、従前から知人であった

甲や丁からの依頼であったことから、これを了承した。なお、Ｓは、平成２１年当時、原

告と直接の面識がなかった。 

      Ｐは、平成２１年１２月２８日、Ｑとの間で、Ｌ住居につき、賃料を月額１２９万７５

００円（ただし、平成２２年１月１６日から同月３１日までの賃料は免除。）、敷金を５１

９万円、使用目的を住居とする賃貸借契約を締結し、平成２２年１月１６日、ＱにＬ住居

を引き渡した。上記賃貸借契約の敷金は、甲が出捐してＳがＰに支払った。なお、賃貸借

契約書（乙１６）の居住者氏名欄には原告の氏名が記載され、同契約４条（使用の目的）

では、賃借人は、Ｌ住居を上記居住者氏名欄に記載された者の住居以外の目的に使用して

はならないと定めていた。 

      Ｌ住居の賃料は、本件各年分において、平成２４年１月３０日、同年２月２７日、同年

３月２９日、同年４月２３日、同年５月３０日、同年６月２６日、同年８月１日、同月２

３日、同年９月２１日、同年１０月１９日、同年１１月１９日、同年１２月１８日、平成

２５年１月６日、同月３１日、同年２月２５日、同年４月１日、同月２３日、同年５月１

６日、同年６月２４日、同年７月１９日、同年８月８日、同年９月２０日、同年１０月８

日、同年１１月１５日、同年１２月１２日、平成２６年１月２２日、同年２月２１日、同

年３月１９日、同年４月１４日に、各１３５万円（上記契約書上の賃料の月額１２９万７

５００円に別途契約したとされる駐車場料金月額５万２５００円を加算した額。合計３９
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１５万円）が原告Ｉ銀行口座からＰに対して振り込まれた。なお、Ｐへの振込みは、甲か

ら依頼を受けて、原告がＩ銀行のインターネットバンキングで行っており、この際の振込

人名義は「Ｑ」と入力していた。 

    （以上につき、甲６、８ないし１１、１３、１４、乙１４、１６、２１、証人戊、証人Ｓ、

証人甲、原告本人） 

    ウ 事実認定の補足説明（賃貸借契約の帰属主体について） 

      Ｋ住居に関しては、本件各年分当時、Ｋ住居を住居として使用していたのは主として原

告であるものの（認定事実（１）イ）、原告は本件各年分当時において無収入であったこ

とや（前提事実（１）ア）、そもそも戊が原告と直接話をすること自体なかったこと（証

人戊３頁）などからすると、Ｋ住居の賃貸借契約につき、甲と戊の間で交渉して締結され

たものであるとする証人甲及び戊の証言は信用することができる。したがって、Ｋ住居の

賃貸借契約の賃借人は甲であったと認めるのが相当である。 

      また、Ｌ住居に関しては、本件各年分当時、Ｌ住居を主として利用していたのは甲であ

ることに加え（認定事実（１）ウ）、原告は本件各年分当時において無収入であったこと

や（前提事実（１）ア）、賃料が月額１３５万円と高額であること（認定事実（２）イ）

などからすると、Ｓが直接面識のない原告に対してＬ住居につきＱの名義を貸す又は転貸

するという事態はおよそ考え難いから、Ｋ住居につき甲が敷金や賃料をＰに支払う前提で、

Ｑが賃借人として名義を貸し又はＱが甲に転貸したとする証人甲、丁及びＳの各証言は信

用することができる。したがって、Ｌ住居につき、Ｑに代わってＰに対する賃料支払義務

を負っていたのは甲であると認めるのが相当である。 

  （３）本件各預金口座の利用状況 

    ア 原告Ｇ銀行口座 

      原告Ｇ銀行口座は、原告が甲と知り合う前である平成７年２月６日に口座開設の申込み

を行い、開設したものである。 

      本件各年分における原告Ｇ銀行口座からの支出先は、①原告名義のクレジットカード

（●●、●●カード、●●カード及び●●カード）の利用料金の支払、②Ｋ住居の水道光

熱費の支払、③原告の自宅管理費用の支払、④クリーニング代の支払、⑤通信費の支払、

⑥原告の県民共済、国民年金保険及び国民健康保険料の支払、⑦乙又は丙の学習費等乙の

支払であった。 

      原告Ｇ銀行口座への入金は、甲が出捐した現金を、主として原告が静岡県内のＡＴＭか

ら振り込むことによって行われていた。なお、原告Ｇ銀行口座の通帳及び届出印は、原告

が保管していた。 

    イ 原告Ｈ銀行口座 

      原告は、平成１８年１０月１８日、原告Ｈ銀行口座を開設した。原告Ｈ銀行口座は、乙

が私立小学校に通い始める際、学費の引落先とすることを目的として開設した銀行口座で

あった。本件各年分における原告Ｈ銀行口座からの支出先は、ほとんど乙及び丙の通う私

立幼稚園又は私立小中学校（Ｎ）の学費の引落しによるものであった。 

      原告Ｈ銀行口座への入金は、甲が出捐した現金を、主として原告が静岡県内のＡＴＭか

ら振り込むことによって行われていた。なお、原告Ｈ銀行口座の通帳及び届出印は、原告

が保管していた。 
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    ウ 原告Ｉ銀行口座 

      原告Ｉ銀行口座は、原告が、平成２２年２月１８日に開設したものである。 

      本件各年分における原告Ｉ銀行口座の支払先及び支払額は、別紙４「原告Ｉ銀行口座の

支払先及び支払額一覧」に記載のとおりである。 

      原告Ｉ銀行口座への入金は、甲が出捐した現金を、主として原告や甲の運転手等が東京

都内のＡＴＭから振り込むことなどによって行われていた。なお、原告Ｉ銀行口座の通帳

及び届出印は、原告又は甲が保管していた。 

    エ 原告Ｊ銀行口座 

      原告Ｊ銀行口座は、原告が平成１５年９月９日に申し込んで開設し、平成２８年に乙が

ニューヨークに所在する私立高校に入学することになったため、同年以降、乙の授業料等

を送金するために利用されていた。 

      原告Ｊ銀行口座への入金は、甲が出捐した現金を、主として原告が東京都内のＡＴＭか

ら振り込むことによって行われていた。なお、原告Ｊ銀行口座の通帳及び届出印は、原告

が保管していた。 

    （以上につき、乙６、７、１１ないし１４、１７ないし１９、２１） 

  （４）本件各年分当時の原告名義のクレジットカードの利用状況について 

     本件各年分当時の原告名義のクレジットカードの利用状況は、別紙５「各クレジットカー

ドの利用内訳表」に記載のとおりである。同別紙記載のクレジットカードに関しては、いず

れも原告Ｇ銀行口座が引落先となっていたが、平成２４年分の●●カードに関してのみ、原

告Ｉ銀行口座から７５０万円のデポジットが振り込まれた。 

    （以上につき、乙７ないし１０、１４、３６） 

  ２ 争点①（本件各金員が、原告が甲から贈与により取得した財産であるか）について 

  （１）相続税法２１条に定める贈与税の課税原因となる「贈与」とは、民法が定める贈与（民法

５４９条以下）と同義に解するべきであり、贈与者がある財産を無償で相手方に与える意思

を表示し、受贈者が受諾をすることによって成立する契約をいうと解される。そして、贈与

税が、相続税の補完として、贈与によって財産が移転する機会にその財産に対して課税する

趣旨であることからすると、贈与に該当するか否かに関しては、その実質に着目して判断す

るのが相当である。 

  （２）本件各処分は、甲が出捐する本件各金員が本件各銀行口座に振り込まれた時点で贈与があ

ったものと認定して行われているから、まず、本件各預金口座が原告に帰属するか否かにつ

いて検討する。 

     本件各預金口座は、いずれも、原告により、原告名義で開設されたものである（認定事実

（３）アないしエ）。また、原告Ｇ銀行口座に関しては原告自身が通帳及び届出印を保管し、

入金も主として原告が行っていた上、その支払先は、生活費や教育費、原告名義のクレジッ

トカード（認定事実（４）のとおり、クレジットカードの支払内訳は、ブランド品の購入や

旅行、生活費の支弁等に利用されていた。）の引落先（認定事実（３）ア、（４））となって

いたのであるから、預金の原資を甲が出捐していたとしても、原告Ｇ銀行口座は原告に帰属

していたものと評価できる。さらに、原告Ｈ銀行口座及び原告Ｊ銀行口座は、原告が預金通

帳及び届出印を管理しており、入金に関しても原告が行うなどしていた上、これらの銀行口

座は、原告のみが扶養義務を負う、乙及び丙の教育費の引落しや送金に利用されていたので
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あるから（認定事実（３）イ及びエ）、これらの預金口座も原告に帰属していたものと評価

できる。 

     他方、原告Ｉ銀行口座に関しては、同口座に対する入金が問題となっている平成２４年か

ら平成２６年当時の預金通帳及び届出印の管理主体が不明であり、入金に関しては原告のほ

か、甲の運転手等が行うこともあったとされる（認定事実（３）ウ。なお、原告は、原告Ｉ

銀行口座の通帳及び届出印を甲が管理していたと主張するが、甲は「Ｉ銀行の管理をするよ

うになったのは、株を始めた頃からです。」と証言する一方で、Ｋ住居及びＬ住居の賃料の

支払について自ら行うという発想がなかったのかという質問に対し「彼女（原告）が持って

いる通帳を私がわざわざ借りに行って、私がわざわざそれを銀行に行く必要もないじゃない

ですか。」など、原告が通帳等を所持していることを前提とする証言をしていることから、

本件各年分当時、原告Ｉ銀行口座の通帳及び届出印を甲が所持していたとまで認めるには足

りず、原告の上記主張を採用することはできない。）。もっとも、原告Ｉ銀行口座は原告名義

で開設されたものであることに加え、原告はインターネットバンキングを利用して、Ｑ名義

の振込みを行うなど、預金口座に振り込まれた金員を管理していたものと認められること

（認定事実（２）イ）などからすると、原告Ｉ銀行口座も原告に帰属するものと評価できる

というべきである。 

  （３）前記（２）のとおり、本件各口座はいずれも原告に帰属するものであると認められるから、

次に、本件各金員が甲からの贈与によるものであるか否かについて検討する。 

    ア 原告は、本件各金員のうち、原告Ｉ銀行口座に入金されたＫ住居及びＬ住居の各賃料相

当額は、甲自身が負う債務の履行のために入金されたものであって、贈与に該当しないと

主張する。この点について、Ｋ住居及びＬ住居の各賃料に関しては、認定事実（２）ア及

びイのとおり、賃貸借契約の当事者である甲本人が支払義務を負うものであることからす

ると、住民票上の住所を有しておらず、銀行口座を作ることができない甲が、原告に対し

て戊又はＰに対する振込みを委託したにすぎないものと認めるのが相当である（実際、甲

は、平成２７年以降において、株式の売買に関して、原告の名義及び原告Ｉ銀行口座を利

用して振込みを行うなどしているのであり［認定事実（３）ウ］、銀行口座を有しない甲

が長年生活をともにしてきた原告［認定事実（１）］に対し、自己の負う債務の履行のた

めに振込みを委託することも不自然ではない。）。したがって、原告Ｉ銀行口座に、上記賃

料相当額の入金があったとしても、これを原告に対する贈与と評価することはできず、賃

料相当額に関しては本件各年分の贈与税の課税価格から除くべきである。 

    イ 原告は、原告と甲が内縁関係であることを前提として、本件各預金口座に入金された金

員が、婚姻費用分担義務又は扶養義務の履行として行われたものであると主張する。 

      この点について、内縁関係は夫婦ではないものの、準婚関係として法的に保護に値する

場合があり、その場合には婚姻費用分担義務（民法７６０条）も類推適用されるべきであ

る。他方において、贈与は片務性や無償性から、内縁関係を含む親密な関係の者の間で行

われることが多く、租税回避の手段として用いられる危険性もあることからすると、納税

者が財産の移転を内縁関係に基づく婚姻費用分担義務の履行であると認めるには、納税者

は、当該財産移転当時、交付者と被交付者との間で内縁関係が成立していることに加え、

当該財産移転当時、交付者が被交付者に対して内縁関係に基づく婚姻費用分担義務を負っ

ており、かつ、移転財産額が、同義務の範囲内（具体的分担額内）であること及び交付者
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が、実際に同義務の履行として当該財産を移転したことを認めるに足りる特別の事情があ

ることを要するというべきである。 

      本件においては、まず、認定事実（３）イ及びエのとおり、原告Ｈ銀行口座及び原告Ｊ

銀行口座に入金された金員は、乙又は丙の学費の支払に充てられているところ、前提事実

（１）イ、認定事実（１）イのとおり、甲は、乙及び丙と養子縁組又は認知をしていない

のであるから、これらの者に対して扶養義務を負っておらず、仮に、甲と原告との間で内

縁関係が認められるとしても、乙及び丙の教育費の支払が、婚姻費用分担義務の履行と認

められる余地はなく、前記特別の事情を認めることはできない。 

      次に、前提事実（１）アのとおり、原告には本件各年分当時において収入がなく、認定

事実（３）ア及びウのとおり、原告Ｇ銀行口座及び原告Ｉ銀行口座からは、原告の生活費

とみられる支払等も引き落とされていると認められる。しかしながら、甲自身の具体的な

収入額等が不明であり、この点について、証人甲自身が「２５年くらい前から収入はほと

んどない」と証言していること（証人甲１４頁）からすると、婚姻費用分担義務の具体的

内容は不明であるといわざるを得ない。そうすると、原告と甲との間で内縁関係が認めら

れるとしても、本件各金員のうち、甲が原資を出捐して、原告Ｇ銀行口座に入金されたも

のが、甲の原告に対する婚姻費用分担義務の履行として行われたと認めることはできず、

前記特別の事情を認めることはできない。 

  （４）以上によれば、原告に帰属する本件各預金口座に入金があったことにより、原告は、本件

各金員（Ｋ住居及びＬ住居の各賃料相当分を除く。）を支配するに至ったものと解されるか

ら、これにより「贈与（中略）による財産の取得」（国税通則法１５条２項５号）したもの

と認められる。 

  ３ 争点②（相続税法２１条の３第１項２号が適用されるか）について 

  （１）贈与税の非課税財産について定める相続税法２１条の３第１項２号は「扶養義務者相互間

において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認

められるもの」と定める。 

     そして、同号にいう「扶養義務者」とは、配偶者及び民法８７７条に規定する親族をいう

ところ（相続税法１条の２第１項１号）、ここにいう「配偶者」とは、租税法律主義や法的

安定性の見地から民法における「配偶者」と同義に解すべきである。民法は、婚姻は、戸籍

法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる旨規定し（民法７３９条

１項）、そのような法律上の婚姻をした当事者の一方を「配偶者」と規定していること（民

法７２５条、７３２条、７４４条２項、７５１条、７７０条１項等参照）などからすると、

相続税法１条の２第１項１号の「配偶者」も、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者に限

られると解するのが相当である（このことは、同法３８条１項が委任する相続税法施行令１

２条１項２号が「その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族［その者と婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含

む。］」と規定し、「配偶者」に内縁関係を含めていないものと解されることの反対解釈から

も導くことができる。）。 

     そうすると、本件において、甲が原告と法律上の婚姻関係にある者ではない以上、相続税

法２１条の３第１項２号が適用されるものとはいえない。 

  （２）なお、相続税法２１条の３第１項２号は、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に
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充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものを非課税財産と

するところ、本件各金員（原告Ｉ銀行口座に対する入金を除く。）の使途には、前記２で説

示したとおり、甲が扶養義務を負わない乙や丙（前提事実（１）イ、認定事実（１）イ）の

教育費等も含まれる上、原告は、本件各年分当時における収入がない原告と（前提事実（１）

ア）収入に関する資料のない甲間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与により

取得した財産のうち、通常必要と認められる範囲がどのようなものなのかについて、具体的

な主張も立証もしていない。 

  （３）したがって、いずれにしても、甲から原告に対する贈与につき、相続税法２１条の３第１

項２号が適用されるとする原告の主張を採用することはできない。 

  ４ 小括 

    以上によれば、平成２４年分ないし平成２６年分の課税価格は、別紙６の「本件処分の課税

価格（Ａ）」欄の課税価格から、同別紙の「賃料相当分（Ｂ）」欄の価格をそれぞれ引いたも

の（同別紙「課税価格（Ａ－Ｂ）」欄記載の各課税価格）となり、平成２４年分ないし平成２

６年分の贈与税額は、上記課税価格から基礎控除額１１０万円（相続税法２１条の５及び租

税特別措置法７０条の２の３第１項）を控除した後の金額（ただし、国税通則法により１０

００円未満の端数を切り捨てた後の金額）に、相続税法２１条の７（ただし、平成２５年法

律第５号による改正前のもの。）の税率を乗じるなどした、同別紙「納付すべき税額」欄記載

の額に、それぞれなるべきである。また、同年分の無申告加算税額は、上記贈与税額（ただ

し、国税通則法１１８条３項より、１万円未満の端数を切り捨てた後の額。）のうち５０万円

を超える部分に１００分の５を乗じた（国税通則法６６条２項）、同別紙「無申告加算税額」

欄記載のとおりに、それぞれなるべきである。 

    他方、本件各処分のうち、平成２７年分ないし平成２９年分に関しては、別紙３「原告が納

付すべき贈与税及び無申告加算税の額」のとおりであって適法である。 

 第４ 結論 

    よって、別紙６のとおり、平成２４年分の贈与税についてした決定及び無申告加算税の賦課

決定のうち、課税価格２１５８万円、納付すべき税額７９９万円及び無申告加算税額１５７

万３０００円を超える部分、平成２５年分の贈与税についてした決定及び無申告加算税の賦

課決定のうち、課税価格１１８７万３３４１円、納付すべき税額３１３万６５００円及び無

申告加算税額６０万１０００円を超える部分並びに平成２６年分の贈与税についてした決定

及び無申告加算税の賦課決定のうち、課税価格２８２６万円、納付すべき税額１１３３万円

及び無申告加算税額２２４万１０００円を超える部分の各取消しを求める部分は理由がある

からこれらを認容することとし、原告のその余の請求にはいずれも理由がないからこれらを

棄却することとし、訴訟費用につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６４条、６１条を適用

して主文のとおり判決する。 

 

静岡地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 菊池 絵理 

   裁判官 佐野 倫久 

   裁判官 石井 みよ 
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（別紙1).

当事者目録

T 

原 告

5 同訴訟代理人弁護士 ・ 佐 藤 秀 樹

同 ． 坂 田 真 吾

同 志 賀 厚 介

被 ・告・ 国

JO ・同代表者法務大臣 小 泉 龍 司

処分行政庁 ・沼 津 税 務 署 長
贔

． 山 本 ‘ • 朗

被告指定代理人
、高 橋 紀 子

.. 
． 同 小 池 裕 行

IS 同 田 中 暁 人

同．． 檜 ) l l 博 昭

'同 西 尾 学

問 望 月 典 昭

•同 谷 内 政 太

2Q 問 ． 島 博 文

同 長谷川 園 子

同 星 野 竜

以上
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（別緻2)

麗鐸法令等の定め

ra
 

~
9· 

．
 “' 

1 国税通則法

（納税鶴務の成立及びその納付すべき税額の肇定）

第15条 国税を納付する義務（源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付

する義務。以下「納税義務」という。）が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を

要しないで納付すぺき税額が肇定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、

その国税についての納付すべき税額が躇定されるものとする。

2 納税義務は、次の各号に掲げる国税（第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。）

については、当該各号に定める時（当該国税のうち政令で定めるものについては；政令で定

める時）に成立する。

五 贈与税 贈与（贈与者の死亡により効ヵを生ずる贈与を除く。）による財産の取得の時

（ーないし四、六ないし十五及び第3項は省略）
（決定）

第25条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出

しなかった湯合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。

（但し書き省略）

第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する

申告、更正又は決定に基づき第35条第2項（申告納税方式による国税等の納付）の規定に

より納付すべき税額に 10 0分の 15の割合（期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出・

が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定

があるべきことを予知してされたものでないときは、 1 ••o 0分の10の割合）を乗じて計算

した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかったことに

ついて正当な埋由があると認められる場合は、この限りでない。

， 一 期限後申告書の提出又は第25条（決定）の規定による決定があった場合

（二省略）．．

2 前項の規定に該当する場合（中略）において、前項に規定する納付すべき税額（中略）が

50万円を超えるときは、前項の撫申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規

定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額

が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額）に百分の五の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

（第3項以下省略）

（再調査の請求書の記載事項等）

第81条 再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

（ーないし四及び第2項以下省略）

（決定）
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第83条 ・

2 再調査の請求が理由がない場合には、再躙査審理庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却

する。

（第1項及び第3項省略）

（審査請求書の記載事項等）

第87条 審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出し

てしなければならない。

（ーないし四及び第2項以下省略）

（裁決）

第98条

2 審査請求が理由がない場合には、国税不厭審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

・（第1項及び第3項以下省略） ． 

（国税の課税標準の端数計算等）

第11 8条 国税（印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。）の課税標準（その税

率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条にお

いて同じ。）を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全績が

千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

•2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、 •その課税標準に一円

未潰の端数があるとき、又はその全額が一円未潰であるときは、その端数金額又はその全額

．を切り捨てる。

3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未瀾の端数があ

るとき、又はその税額の全額が一万円未潰であ9るときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てる。

2 相饒税法

（定義）

第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用話の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 扶養艤務者配偶者及び民法（明治二十九年法律第八十九号）第87 7条（扶養義務者）

に規定する親族をいう。

（二ないし五省略）

六 決定第33条の2の場合を除き、国税通則法第2・5条（決定）の規定による決定をい

う。

第1条4四 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

二 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法

律の施行地に住所を有しないもの

イ 日本国籍を有する個人であって次に掲げるもの
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(l・) 当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたこ

とがあるもの

((2)及び口省略）

（一、三及び四並びに第2項以下省略）

（贈与税の課税）

第21条贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に

係る贈与税額と＇して計算した金額により、課する。

・（贈与税の課税価格）

第21条の2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得につい

て第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者について

ーは、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格

とする。

2 贈与により財産を取得した者がその年中1•こおける贈与による財産の取得について第一条の

四第三号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において

贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の

課税価格とする。

3 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の

4第 1号の規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者又は同条第二号の規定に該

当し、．かつ、同条第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、そ

の者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及びこ

の法律の篇行地に住所を有していなかった期間内に贈与により取得した財産で政令で定める

ものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格と・する。

（第4項省略）

（贈与税の非鰈税財産）・’

第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

←省略）

二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財

産のうち通常必要と認められるもの

にないし六及び第2項省略）．

・（贈与税の基礎控除）

第21条の5 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

（贈与税の税率）

第21条の7 贈与税の額は、前二条の規定1、こよる控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる

金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した

金額とする。
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［平成25年法律第5号による改正前の表］・

戸百万円以下の金額

1ー百万円を超え三百万円以下の金額

：＝百万円を超え四百万円以下の金額

1四百万円を超え六百万円以下の金額

ヽ百万円を超え千万円以下の金額

分の十

分の十五

分の二十

分の三十

万円麦超える金額 ＿． ．．．ー・・・・・マ ・。恒分の五ナ ．＿

【平成25年法律第5号による改正後〔平成27年1月ー1日篇行）の衰］

う万円以下の金額

1ー百万円を超え三百万円以下の金額

1＝百万円を超え匹百万円以下の金額

百万円を超え六百万円以下の金額

ヽ百万円を超え千万円以下の金額

万円を超え千五百万円以下の金額

T五百万円を超え三千万円以下の金額

与千万円を超える金額

• 3 睾税特別措置法

（贈与税の基縫控除の特例）

fー' ,ー一 r. ・ヽ "、

分の十

分の十五

分の二十

第70条の2の4 平成十三年一月一・日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税につ

いては、相続税法21 条の 5 の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。• この

場合において、同法第21条の11の規定の適用については、．同条中「第2l条の7まで」

とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第79.0条の2の4（贈与税の基縫控除の

特例）．」とする。

2 前項の規定により控除された額は、相練税法その他贈与税に関する法令の規定の適用につ

いては、相続税法第2i条の5の規定により控除されたものとみなす。

以上
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• i. 93 

別表3 原告が納付すべき贈与税及び無申告加算税の額

課税年分 課税価格 納付すべき税額（注1) 無申告加算秋i額（注2)

．平成24年分 —tg)  .38,900,000円② 1~ 6,650,000円③ 3, 305，⑩0円

平成2599年̂" 分"• P・  ④ ←ー29A23-934！円ー一⑤ 11, 911,5~ 円⑥ 2,357,OOO円

• 平成26年分 ⑦ 33,660,000円 ⑧ 、 14,030,• 000 円ーー ’し⑨．- ・--,...,. . 2:-: ~..781・・,・000円
平成27年分 ⑩ 16,730,000円⑪ 5, 315,_000円⑫ l, 037, 000-円

平成28年分 ； ⑬ 37,340,000円 、⑭ 15, 9_32, 000円⑮ 3,161,000円

平成29年分 ⑯ • ・30, 080; 000 円 —’⑰ 1i,99o,ooo円⑱ " - 2,. 373,000円＇
9・"",,___,..~・“• 9.’9,...., ”', r↓ ’-・ ..,. -, •』;1 b .、 •..-、.,•

注1・:「納付すべき税額」＇襴の具体的な算定方法は，次のとおりである。

＾ 
（単位 ：円）

課税年分 ］ 1 朦税価格

B . ,―: •, : :.c •. 9 ー，．：＇-E:の 9|D税亭 I
9 , ・(A) - • (B) 

]『E し—- ., ~9  • •—-•• 9 • 11F 

＇ 納付すべき税額
控除額

-(C) X (D)-(E) 

平成24年分 38,900,000 1,100,000!37,800,000 5ぽ

、平成25年分・29,423.,341 1, 100, 0003 28, 323,.000 5ぽ

.'. t平成26年分 3,3,6穂．9001, 100,_ooo 32,560,g氾ヤ—•5ぼ :·
' • 平成2・7年分 1-§730, 000 1, 100,-ooo .15,-63-0. 000 5ぼ
" J:平成28年分 37,340,000 1,100.ooo 36,240,000 55% 

平成29年分 30,080,000 1,100,000 28,980,000 5ぼ

冒
16, 650; 000:,. ．．． 

11,911,500 

14,030,000 
ー ・

5,3J5,0QO 
・ニ

15,932,000 
・ ． ← ・會 • • .,囀

11,990,000 ---~ = 

—· ヽ

・・ なお、「D税率J欄については、平成24年分ないし平成26年分については、相饒税法（平成25

年3月法律第5号による改正前のもの。） 2·1 条の•7 に規定する贈与税の税率を適用され、平成27年

分ないし平成29年分については、相続税法21条の7に規定する贈与税の税率を適用される。

注2:［無申告加算税額」欄の具体的な算定方法は，次のとおりである。

＇ 
... 

A 
... .... 9-

B ℃ D R 

｀ 
無申告加算税額， 

課税年分~ 無申告加算税の 加算税 ，通則法66条2項の規定に 加算税 ．］

基硫となる税額 の割合 よる加算前の基襄となる税額 の割合 , (A) X (B) + (C) ~ (D) 
((A) -.5 0:0, 0 0 0). 

！ しヽ• 一
•一日●●

平成24年分 16,6p0,000 15% i6, 150,000 5% ③ 3, 3,05, 000 

平成25年分 11,910,000・ 15~ 1L410, ooo 5% ，⑥ 2,357,000 
l 

平成26年分 ＇ !4, 030i • (_ooo 
‘・ 
'⑨ 

．．． 

15% 13,530,009 5% 2, 78-1, 000 ：， 

平成27年分 5,310,000 15% i 4,810,000 5% '⑫ 1, 037] 000 

平成28年分 ， 15, 930, ooO 1牒． 15,430,000 5% 
9⑮ 3,161,000 

！ 平成29年分
. 
ll, 990, 0,00i •15% ll,4~0,000 5% .; ；⑱ 2,373,000 

I 

• → _ -. -•,. -

（単位 ：円）・

なお、「A撫申告加算税の基礎となる税額」欄は、「納付すべき税額」欄に 1万円未満の端数を切り捨

てた後の金額である（通則法11 8条3項）。
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•• 

別紙6
今．． ．．． ．．． ．．．．→ ・ •-.... ...』.•... ": 

課税年分
•"．ヽ•

本件各処分の課税価格（A) ，賃料相当分(B)・ 一 課税価格“'(A.:B) 納付すべき税額（注1) 無申告加算税額 •（注 2)
， 

38,900,000 • _.― ·ヽ••i1ー3・・209•OOO .... -.. 21580 ・ュ・••• ・・・・・・・・・・・・ぶ．....□739しooo ....... 
• .ゥ・●・彎・L57 ~ ← ．3 .·~~ ~.i ． 0叩平成24年分 .. ··-·· ............ 9..... •· .. ・...9・.・0・..・00 ・・・・・・←・• ' --・・-・・.. .. ―.,・・ ... 

平成25年分 29,423,341, 
-•→ ....〒•ー・響•-.... 17,550;000 11,873.341 り・．．．・・ • ....,... ~、·.-.·••••3••·'·i··1···3'•6..,...,,5c.·0.•0 ・・ —• • 

99 9999.........,..... ・9,.6..、0LO卯
．． .,.... .— ・響 •-· 響•.. ← →.. 

平成26年分 33,660.000 5,400,000 28,260,000 
~• ~ ~.~... 11,330,00.0 , ........., ~•2,.24i ,000 

平成27年分 16,730,000 •一 16,7:~0.000 5,.315,000 1,937,000 

平成28年分
•~ ••.. 

0 ・3・-7.340.,000 ； 
.、 ."

37,340,000 
: : ~· 

15,932,000 3,161.000 .. ~- •·~ ＋・．．．．．．．． . ・.・,.. ・・ 
平成29年分 30,080,000 30,080,0●099 `̀ Q 99’ :. 1 1, 99 0, 0 0 0 2,373,000 

ヽ~．．．

．．．． .........ー・` •· .. ・・-・・ -・・・・・ ...9と•H• • , . , . . . a ’・ •:. -., H・ー ・ー・

．．
 
.、0

注1: 「納付すぺき税額」・の具体的な算定方法は次のとおりである。

曇
瓢

諜税価格

21,580,600I 
9 ~ , ・ , ・ , ・ , 

冒
｀磯控験額 基職控除後の課税価格

1,10o．叩0ャ ・し・ · ·· • ····· ·.20Jfo，卿

1.,1 00.ooo ~." - 1Q;773,~000 
1.100;0001 27,160,00Q 
1,100,00015,630,9000 

•• • 

1,100.OQO，’9~.... 36;240,000 
• 1,100,28.980．叩0．"...... · · ·=• .. • .. , '-竺 ・・ ・ニ上上．．．．．．．．． ．ー．．．＂＂’・•.. 

税寧 控除額 納付すべき税額 』^＂

...... 50% • 2,250,000] 
・・・・・・・'・・.. ・・・....,・.. ••••• .. 

ー・••-•, . ·...........・．． ． →・．．".·•.. a . 50%. -. .........—•/2, 250:OOO 
50% 2,250,000、

50%:I 2,500,000 

ssi;I 4,000,000 
す ← •こ・ ．． ．切5咲：＂ • ~ - • - 2,500•OOO 

• : m • . . . " - -：ー・・．....-,.. ~_._._....,.-co • ....,......... ~··~··.·'··' ・

7,990,000~' 
9「,~ ・ 9 9 9 ▼ • ' • 9 9' 
3. 13 6,5 00, 9 " ~ r ̂.."m··： 雪••一 ・·• J . 9 : ・ , ' 

11.330,000 

5,315,000 • 99 ・・
15,932,000■ 

l ..L 9... 

• 11,990,000 

注2: 「無申告加算税襲」欄の具体的な算定方法は次のとおりである．
•一 "●』

： 通則法．66条2項の規
,, 

憮申告加算税の基襄となる ：
e. 

課税年分 定による加算前の基磯 加算の割合 鰊申告加算税額
i 

加算の割合 i 
税額

i• 

．＇ となる税額0．ナー・., ! ., •.:;.... •.. .,..こ．．．．．．．こー•.... ー •. .一•• ・・ •9 ; :. ........ ; • __,.,., ~· •. ...• - m... n .9ふ’•-",. 9; 9 F・?,..,"...・・-・...．→ ＊・

“平成24年分 7,990,000 15% ←7,490,000' 5% ,-1,573,ooo, 9、9
〒ー··•-•.,.臀〒

• •• ≪ H H 

平成25年分 3,130,000 
.. -
15% 2,630,000 5% 601,000 

！ 

平成26年分
.̀.. :: - ~· 

11,330的9' 15% 
．、...

....・.1...・..・0.,..•. ・.,,.. .. 8·,..3,.•.•.c,0.,•. ac...-000 ·•, •c,·.,. 5% 2,241.000 
〒・ •. •. .. ー• •十．．．』．．．．．．～ ．．』 .. ・.. ．．．．一

．平成27年分 --. 5,3IOMOO― ；， ••一•......... .̂....”..........15% ．．·一▼▼→—·一~·· ~. ••.4.“,.. 810,.o~· oo ；： ~”~.~”~̀ ••~—J~—. 
5% •• ••--:• 9 9.9 9 9 : 9, ·ぷ••·―.r’l•一9.,・0・・・ •3·. ●ー7ー.・;,q，-凶

..―ー

平成28年分 15,930,000 •· 15% 15,430,000 5箕 • 3,161,000 
平成29年分 11,990,000 15% 11,490,000 5% 2,373,000 

............ ・・-...... "._....、.r·,~ 99• ＂．． J .〒ー・・...... -~ 



19 

 

別表１～６、別紙４、５ 省略 
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